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従業員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社の従業員（以下「従業員」といいます。）に対し、信

託を用いた株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。なお、下記の内容は、今後の検討により変更する場合がございま

す。 

記 

１．本制度導入の目的 

本制度は、従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰属意識を醸成し、経営

参画意識を持たせ、当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、従業員のエンゲージメント向

上及び当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。 

 

２．本制度の概要 

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」といいます。）が当社株

式を取得し、当社が従業員のうち一定の要件を充足する者に付与するポイントの数に相当する数の当

社株式が本信託を通じて当該従業員に対して交付される、という株式報酬制度です。 

本信託による当社株式の取得資金は、全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。 

交付される当社株式については、当社と各従業員との間で譲渡制限契約を締結することにより、退

職までの譲渡制限を付すものといたします。 

本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるた

め、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できま

す。更に、上記の通り当社株式に譲渡制限を付すことにより、株式交付後においても企業価値の持続 

的な向上を図るインセンティブを与えることが可能です。 

なお、本制度の詳細については当社の取締役会の決議をもって定め、決議があり次第、改めてお知

らせいたします。 

 

＜本制度の仕組みの概要＞ 

  



 

① 当社は従業員を対象とする株式交付規程を制定します。 

② 当社は従業員を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します（本信託）。その際、当社

は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。 

③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します（自己株式の処分によ

る方法や、取引所市場（立会外取引を含みます。）から取得する方法によります。）。 

④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託

管理人（当社及び当社役員から独立している者とします。）を定めます。なお、本信託内の当社

株式については、信託管理人は受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は、当該指図

に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。 

⑤ 株式交付規程に基づき、当社は従業員に対しポイントを付与していきます。 

⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした従業員は、本信託の受益者

として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。 

⑦ 当社株式の交付に先立ち、当該株式について、当社と当該従業員との間で、交付日から当社を退

職する日までの期間を譲渡制限期間とする譲渡制限契約を締結します。当社は、当該従業員の退

職時に、かかる譲渡制限を解除いたします（譲渡制限の解除の要件を充足しない場合には、当社

が当該株式を無償取得いたします。）。 

なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に

信託財産を管理委託（再信託）します。 

 

３．本信託について 

（１）名称 従業員向け株式交付信託（RS 信託） 

（２）委託者 当社 

（３）受託者 三井住友信託銀行株式会社 

（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行） 

（４）受益者 従業員のうち受益者要件を満たす者 

（５）信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定 

（６）議決権行使 受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します 

（７）信託の種類  金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

（８）信託契約日 2025 年４月（予定） 

（９）信託の期間 2025 年４月～2030 年 11 月末日（予定） 

（10）信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること 

 

以 上 

 


